
船舶事故調査報告書 

（一部修正） 

令和６年９月１１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

令和４年８月２３日に発生した水上オートバイＦＸクルーザー及び水上オートバイＫＡＷＡＫＥＮ

２０１６に係る事故について、事実情報を再度精査した結果、さきに公表した船舶事故調査報告書

（令和５年１１月１５日議決）の一部を下記のとおり修正する。  

なお、今回の修正を反映した報告書全文を参考として添付する。 

 

記 

 

(1) 修正箇所  

事故の概要、事実情報、分析、原因及び再発防止策の関連部分 

 

(2) 修正内容  

追加部分は網掛け、削除部分は取消線で示す。 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月２３日 １７時５５分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市相模川右岸（馬入橋の北側） 

 神奈川県茅ヶ崎市今宿水準点から真方位２７７°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２０.０′ 東経１３９°２２.０′） 

事故の概要  水上オートバイＦ Ｘ
エフエックス

クルーザーは、西進中、桟橋に左舷側を着け

て漂泊中のいた水上オートバイＫＡＷＡＫＥＮ
カ ワ ケ ン

２０１６に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ＦＸクルーザー、０.２トン 

   ２３５－５０４７３神奈川、株式会社ネクスト・クリエイト 

Ｂ 水上オートバイ ＫＡＷＡＫＥＮ２０１６、０.２トン 

   ２３２－４４１４０東京、株式会社ＴＩＰ ＦＩＸ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ３人（船長Ｂ、同乗者船長Ｂの家族２人） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に亀裂等 

Ｂ 右舷船尾部に割損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、レンタルの水上オートバイであり、船長Ａが１人で乗り組

み、後部座席に知人１人を乗せ、相模川を遊走したのち、同川の右岸



にある南北に延びた民間企業の桟橋（以下「本件桟橋」という。）に

帰航しようとして西進中、船長Ａが、左舷側を向いて周囲にいた他船

の状況をスマートフォンで撮影しながら航行を続けていた際、船首方

至近のＢ船に気付いてスロットルレバーを離したが、Ａ船の左舷船首

部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。向け、航行した。 

船長Ａは、Ｂ船が船首を北方に向けて本件桟橋に着けているのを認

め、Ｂ船の南側に向かうこととし、左旋回して西進中、Ｂ船の東方 

３０ｍ付近でＡ船を停止させようとスロットルレバーを離した。 

Ａ船は、船長Ａが、これまで経験した他船と比べて短い距離で行き

あしが落ちなかったので、Ｂ船との衝突を回避しようとスロットルレ

バーを離した状態で操縦ハンドルを左に取ったが、左舷船首部がＢ船

の右舷船尾部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船首を北方に向けて機関を停止

した状態で、本件桟橋に左舷側を着けて漂泊し、船長Ｂが、左舷側を

向いて、桟橋側から乗船しようとしていた家族２人１人及びその乗船

を補助していた家族１人の様子を見ながら、その状況に意識を向けて

いたところ、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突した。ていた際、

Ａ船が衝突した。 

船長Ｂ及び乗船を補助していた家族の１人は、Ａ船が身体に当た

り、また、もう１人の乗船しようとしていた家族は、Ｂ船と本件桟橋

との間に足首を挟まれ、それぞれ負傷した。 

分析 Ａ船は、本件桟橋に向けて西進中、船長Ａが、左舷側を向いて周囲

にいた他船の状況をスマートフォンで撮影しながら航行を続けたこと

から、漂泊中のＢ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。Ｂ船の東方３０ｍ付近で、Ａ船を停止させようと

スロットルレバーを離したものの、行きあしが落ちなかったことか

ら、至近となったＢ船を避けようと同レバーを離した状態でハンドル

を左に取ったが、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船がレンタルであったことで、Ａ船を停止させようと

した際、これまで経験した他船と比べ操縦感覚が違い、スロットルレ

バーの操作が遅れた可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、船首を北方に向けて本件桟橋に左舷側を着けて漂泊中、機

関を停止した状態で、本件桟橋に左舷側を着け、船長Ｂが、左舷側を

向いて、桟橋側から乗船しようとするしていた家族１人及びその乗船

を補助していた家族１人に意識を向けていたことから際、右舷側から

Ａ船が接近していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。右舷側から接近するＡ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、左舷側を向

いて周囲にいた他船の状況をスマートフォンで撮影しながら航行を続

け、また、船長Ｂが、左舷側を向いて、桟橋側から乗船しようとする



家族に意識を向けていたため、互いに接近していることに気付かず、

両船が衝突したものと考えられる。
本件桟橋に着けていたＢ船の東方

３０ｍ付近で、Ａ船を停止させようとスロットルレバーを離したもの

の、行きあしが落ちなかったため、Ｂ船に衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、遊走中及び漂泊中であっても、常時適

切な見張りを行うこと。 

・水上オートバイの船長は、特定の方向のみ意識を向けるのではな

く、周囲にも注意を払うこと。 

・水上オートバイの船長は、前方に他船を認め、衝突のおそれがあ

る場合、停止距離、旋回半径などを考慮の上、早めにスロットル

レバーを離すなどの衝突を避ける措置を採ること。 

 



船舶事故調査報告書 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月２３日 １７時５５分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市相模川右岸（馬入橋の北側） 

 神奈川県茅ヶ崎市今宿水準点から真方位２７７°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２０.０′ 東経１３９°２２.０′） 

事故の概要  水上オートバイＦ Ｘ
エフエックス

クルーザーは、西進中、桟橋に左舷側を着け

ていた水上オートバイＫＡＷＡＫＥＮ
カ ワ ケ ン

２０１６に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ＦＸクルーザー、０.２トン 

   ２３５－５０４７３神奈川、株式会社ネクスト・クリエイト 

Ｂ 水上オートバイ ＫＡＷＡＫＥＮ２０１６、０.２トン 

   ２３２－４４１４０東京、株式会社ＴＩＰ ＦＩＸ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ３人（船長Ｂ、船長Ｂの家族２人） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に亀裂等 

Ｂ 右舷船尾部に割損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、レンタルの水上オートバイであり、船長Ａが１人で乗り組

み、後部座席に知人１人を乗せ、相模川を遊走したのち、同川の右岸

にある南北に延びた民間企業の桟橋（以下「本件桟橋」という。）に

向け、航行した。 

船長Ａは、Ｂ船が船首を北方に向けて本件桟橋に着けているのを認

め、Ｂ船の南側に向かうこととし、左旋回して西進中、Ｂ船の東方 

３０ｍ付近でＡ船を停止させようとスロットルレバーを離した。 

Ａ船は、船長Ａが、これまで経験した他船と比べて短い距離で行き

あしが落ちなかったので、Ｂ船との衝突を回避しようとスロットルレ

バーを離した状態で操縦ハンドルを左に取ったが、左舷船首部がＢ船

の右舷船尾部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船首を北方に向けて機関を停止

した状態で、本件桟橋に左舷側を着け、船長Ｂが、左舷側を向いて、

桟橋側から乗船しようとしていた家族１人及びその乗船を補助してい

た家族１人の様子を見ていた際、Ａ船が衝突した。 

船長Ｂ及び乗船を補助していた家族は、Ａ船が身体に当たり、ま

添 付 



た、乗船しようとしていた家族は、Ｂ船と本件桟橋との間に足首を挟

まれ、それぞれ負傷した。 

分析 Ａ船は、本件桟橋に向けて西進中、船長Ａが、Ｂ船の東方３０ｍ付

近で、Ａ船を停止させようとスロットルレバーを離したものの、行き

あしが落ちなかったことから、至近となったＢ船を避けようと同レ 

バーを離した状態でハンドルを左に取ったが、Ｂ船に衝突したものと

考えられる。 

船長Ａは、Ａ船がレンタルであったことで、Ａ船を停止させようと

した際、これまで経験した他船と比べ操縦感覚が違い、スロットルレ

バーの操作が遅れた可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、船首を北方に向けて機関を停止した状態で、本件桟橋に左

舷側を着け、船長Ｂが、左舷側を向いて、桟橋側から乗船しようとし

ていた家族１人及びその乗船を補助していた家族１人に意識を向けて

いた際、右舷側から接近するＡ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、西進中、船長Ａが、
本件桟橋に着けていたＢ船

の東方３０ｍ付近で、Ａ船を停止させようとスロットルレバーを離し

たものの、行きあしが落ちなかったため、Ｂ船に衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、前方に他船を認め、衝突のおそれがあ

る場合、停止距離、旋回半径などを考慮の上、早めにスロットル

レバーを離すなどの衝突を避ける措置を採ること。 

 

 


